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住所 駕酪器串賞戯鎚護り竺ヂ貞1 -82

観勘摘緒言潜

氏名 鼓荒管

r携帯端末向けマルチメディア放送サ-ビス等の在り方に関する懇談会報告書｣ (莱)に関

し.別紙の通り意見を提出します｡



匪二二頭

保していることに賛同するo加えて｢既存ラジオ放送のノ

ウハウの活用｣の記述も高く評価したいo今後は,｢マル

チメディア放送｣サービスの実現を目指すため､現行のF 

M放送の実績やノウハウの活用を望みたいo 

16頁 最終行 ｢開始 5年後に90%以上の世帯カバー率を実現するこ ｢地方ブロック向けデジタルラジオ放送｣は､設備投資や

と｣を､例えば､事業参入の際の条件にすること等により 収入面での園雛が予想されるため､早期のエリア確保の義務付けなどは行わないよう配慮を望みたい8 

FM福岡



亘亘:::頭

頁 行 意見の対貴となる該当箇所 意見 

31頁 20行 マルチメディア放送についても､必要放送局に係る表現の自( 基本的 公平にならないように望みたいoマルチメディア放送｣その場合､を適用しつつも ､､｢｢放送局に係る表現の自由としたことを支には漣和の方向とすするるここととがが適当ででああるる○由享有基準を適用 o中略) 持するb｢ 既存放送事業者と新規参入者が不では 緩和の方向｣享有基準｣

32頁 25行～ 言えるOこうした点で､NHKが有するコンテンツや技術面等のノウ NHKの技術面でのノウハウや施設は国民的な財産ともマルチメディア放送のあまねく普及や事業的発

ハウを活用することも考えられるO 展のためにこの財産が活用されるような制度整備を望みたいb 
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